
  
         

                                                                                                                                                            

＊＊＊＊＊  第 20回 三者協議会の内容について  ＊＊＊＊＊    

○ 法善寺保育園での子どもたちの様子など 

なるべくお外に出かけて自然に触れることをねらいとして、年齢に応じたお散歩やバス

遠足を実施しています。また、堅下北幼稚園との交流では、お店ごっこやドッチボールなど

をして楽しんでいます。 

工事では、12 月中旬にらいおん組のお部屋の改修が終わり、ひよこ組・りす組のお部

屋の改修を始めます。また、外壁の塗り替えがありますので足場が組まれますが、子ども

たちの安全には特に配慮をするようお願いしています。 

また、トイレを乾式フロアに改修し、掃除マニュアルを全職員に徹底するなど、感染症

等の予防にも力をいれています。 

○ 質疑応答 

Q 法善寺保育園で大切にしていることは何か。 

 A (法人) 子どもたちがのびのびと育って自己肯定感を高め、笑顔になれる場所に

なること、子どもたちにとって第二の家庭となることを心がけています。 

Ｑ どれくらいのペースで園外保育をしているのか、計画的にやっているのか。 

 A (法人)  雨の日や気温差のある日、不審者情報が出た時などは避けています

が、基本的には「自然とのかかわり」として保育の年間計画から月間計

画、月間計画から週間計画に落とし込み、計画的に実施しています。 

Ｑ 不審者情報を紙で貼りだすのではなく、はなまる連絡帳で連絡してもらえないか。 

 A (市) 市役所から各保育園に FAX で不審者情報を提供していますが、市役所

も警察から情報を貰っており、市役所内部でも危機管理課という部署を経

て教育委員会やこども未来部への情報提供があります。 

メールで即座の情報をお求めであれば、大阪府警のメールサービスを直接

利用されるのが効果的と思われます。（エリア登録が可能） 

→ 大阪府警察 安まちメール  

https://www.info.police.pref.osaka.jp/userMenu.do 

Ｑ 来年になれば先生は増える予定はあるのか。現在の先生の数で不足はないのか。 

 A (法人) 次の 4 月に新たに入園する子どもの数によります。現在の職員数は、子

どもの数に応じて、府や市の基準による人員配置をしているため、不足はあり

ません。 
 

                     
Ｑ 5 歳児の保育で就学に向けて特別なことは何かされているのか。 

 A (法人) 法人の保育方針として、単に勉強を教えるということはしていません。例

えば「ひらがな」を勉強ではなく、遊びの中で学べるようにしています。また、不

安を感じること無く、色々なことが少しずつ身につき、小学校へスムーズに就

学できるように保育をしています。 

＊＊＊＊＊＊ 第 21回 三者協議会の開催について ＊＊＊＊＊＊ 

次回の三者協議会は、以下の日程で開催いたします。 

と き：平成 28年 12月 27日(火)17時 30分～18時 30分 

 随時ご都合の良い時間にお越しください。 

と こ ろ：法善寺保育園 

内 容：(1) 調整中 

(2) その他 

今後も保護者・法人・市の協議によって、一つ一つの事項を丁寧に確認・決定して参

りたいと考えておりますので、積極的なご参加をよろしくお願いいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

平成 28年 4月から、この「民営化ニュース」では、民営化後の法善寺保育園の様子

や引継ぎ保育などについてお伝えしていきます。 

  

     

(お問い合わせ)  

○ 不易創造館 法善寺保育園 

TEL：072-971-2612 FAX：072-929-8850 

Email : houzenjihoikuen@gmail.com 

○ 柏原市役所 こども未来部 こども政策課 

TEL：072-943-4811  FAX：072-973-3782 

Email : kodomoseisaku@city.kashiwara.osaka.jp 

※ 意見用紙を事務所前の意見箱横に用意しておりますので、ご活用ください。 
  

不易創造館 法善寺保育園  

第 2８号 こども政策課 2016.12.7 民営化ニュース 

← QR コードから過去の民営化ニュースをご確認いただけます。 

http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2015012000014/ 

https://www.info.police.pref.osaka.jp/userMenu.do
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2015012000014/

